
構成員等を離脱させるなど暴走族関係事犯者の再犯

防止に努めている。

　少年院送致決定を受けた暴走族少年あるいは保護

観察に付された暴走族関係事犯者の処遇に当たって

は，遵法精神のかん養，家庭環境の調整，交友関係

の改善指導，暴走族組織からの離脱指導等，再犯防

止に重点を置いた個別処遇及び集団処遇に努めた。

　なお，平成17年末現在で保護観察に付されている

者のうち，暴走族関係事犯者として把握されている

者は3,150人である。

　さらに，暴走族問題が地域社会に深くかかわる問

題であることにかんがみ，都道府県及び市町村に設

置されている「暴走族対策会議」の下に，暴走族対

第６節　救助・救急体制等の整備

縡　救助活動及び救急業務の実施状況

（1）　概要

ア　救助活動の実施状況

　平成16年中における全国の救助活動実施状況は，

救助活動件数５万6,388件，救助人員６万5,854人で

あり，これを前年比較すると，救助活動件数は

4,578件（8.8％）増加しており，救助人員は１万

3,553人（25.9％）増加した（第1‐26表）。

イ　救急業務の実施状況

　平成16年中における全国の救急業務実施状況は，

ヘリコプターによる出場件数を含め，503万1,464件

で，前年と比較し，19万8,564件（4.1％）増加し

た。また，搬送人員は，474万5,872人で，前年と比

策の推進に携わる機関及び団体の代表から構成され

る「暴走族対策推進幹事会」の設置を促進した。

（5）　車両の不正改造の防止

　暴走行為等を目的とした不正改造車等を排除し，

自動車の安全運行を確保するため，自動車検査の確

実な実施に加え，広報活動の推進，関係者への指

導，街頭検査の強化等による「不正改造車を排除す

る運動」を全国的に展開した。

　また，不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対

する整備命令制度の強化を盛り込んだ改正道路運送

車両法（平成15年４月施行）を的確に運用し，不正

改造車の排除に努めた。

較し，16万8,469人（3.7％）増加した。

　また，救急自動車による出場件数は，全国で１日

平均１万3,741件，約6.3秒に１回の割合で救急隊が

出場し，国民の約27人に１人が救急隊によって搬送

されたことになる。

（2）　交通事故に対する活動状況

　平成16年中の救助活動件数及び救助人員のうち，

交通事故に際して救出困難な者が生じた場合（自力

で車外に脱出できない者が発生した交通事故）に，

消防機関が救助用装備・資機材を用いて救助活動に

当たったもの（警察との連携，協力の下に行った活

動を含む）は２万2,114件で，救助人員は２万9,040

人となっており，それぞれ全体の39.2％，44.1％を
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第1‐25表 暴走族による不法事案の検挙状況

注　１　警察庁資料による。
　　２　「騒音関係違反」とは，道路交通法違反のうち，「近接排気騒音」，「騒音運転等」及び「消音器不備」をいう。
　　３　「暴力行為処罰法違反」とは，「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」をいう。

年
区分 13年 14年 15年 16年 17年

総数（件） 90,073 81,974 77,161 64,010 48,967

道 路 交 通 法 違 反 83,249 76,381 72,290 60,205 46,069

　うち共同危険行為等禁止違反 264 242 209 185 300

　う ち 騒 音 関 係 違 反 8,479 7,996 5,895 4,924 3,198

特 別 法 犯 2,635 1,683 1,303 1,025 899

刑 法 犯 4,106 3,854 3,508 2,748 1,958

暴 力 行 為 処 罰 法 違 反 83 56 60 32 41



占めた。

　また，平成16年中における救急自動車による救急

出場件数502万9,108件，搬送人員474万3,469人のう

ち，交通事故によるものは，それぞれ66万7,928件

（13.3％），72万4,832人（15.3％）となっており，

急病に次いで第２位を占めた（第1‐27表）。

縒　救助・救急体制の整備

（1）　救助体制の整備・拡充

　平成17年４月１日現在，救助隊は全国848消防本

部の96.3％に当たる817消防本部に1,493隊設置され

ており，救助隊員は２万4,225人である。救助隊を

設置している消防本部の管轄対象となっている市町

村は，全国2,396市町村の95.1％に当たる2,278市町

村である。

　また，交通事故に起因する救助活動の増大及び事

故の種類・内容の複雑多様化に対処するため，救助

工作車等救助資機材の計画的な整備を引き続き推進

し，救助活動の円滑な実施を期する。

（2）　救急現場及び搬送途上における応急処置等の充

実

　交通事故等に起因する負傷者の救命効果の向上を

図るため，救急救命士の養成及び配置等の促進，一

般の救急隊員の行う応急処置等の充実，高規格救急

自動車・高度救命処置用資器材等の全国的な整備等

を推進した。また，医師の指示又は指導・助言の下

に救急救命士を含めた救急隊員による応急処置等の

質を確保するメディカルコントロール体制の充実を

図った。

（3）　救急業務実施市町村の拡大

ア　救急業務実施市町村

　救急業務実施市町村数は，平成17年４月１日現

在，2,352市町村（740市，1,305町，307村）であ

る。この結果，全2,396市町村のうち，98.2％の市

町村で救急業務が実施されたこととなり，全人口の

99.9％がカバーされた（第1‐28表）。

イ　救急業務実施体制

　平成17年４月１日現在の救急隊数は4,751隊，救

急隊員は５万7,966人であり，そのうち救急救命士

として運用されている救急隊員は１万5,317人であ

る。また，救急自動車の保有台数は5,641台で，そ

のうち，高規格救急自動車の台数は3,859台である。
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第1‐26表 救助活動件数及び救助人員の推移

注　消防庁資料による。

区分

年

救助活動件数 救助人員

件　数 対前年増減率 うち交通事故に
よる件数　　　 人　員 対前年増減率 うち交通事故に

よる人員　　　

件 ％ 件 人 ％ 人

平成12年 46,104 8.4 21,705 53,247 20.8 28,738

　　13　 49,271 6.9 22,335 51,317 －3.6 29,519

　　14　 50,414 2.3 20,778 52,278 1.9 28,057

　　15　 51,810 2.8 20,414 52,301 0.0 26,646

　　16　 56,388 8.8 22,114 65,854 25.9 29,040

第1‐27表 救急自動車による救急出場件数及び搬送人員の推移

注　消防庁資料による。

区分

年

救急出場件数 救急搬送人員

件　数 うち交通事故に
よる件数　　　

全件数に対する
割合　　　　　 人　員 うち交通事故に

よる人員　　　
全人員に対する
割合　　　　　

件 件 ％ 人 人 ％

平成12年 4,182,675 681,154 16.3 3,997,942 761,714 19.1

　　13　 4,397,527 687,516 15.6 4,190,897 765,733 18.3

　　14　 4,555,881 670,698 14.7 4,329,935 742,732 17.2

　　15　 4,830,813 662,542 13.7 4,575,325 726,452 15.9

　　16　 5,029,108 667,928 13.3 4,743,469 724,832 15.3



（4）　高速自動車国道等における救急業務実施体制の

整備

　高速自動車国道における救急業務については，交

通安全基本計画の定めるところにより東日本高速道

路株式会社，中日本高速道路株式会社及び西日本高

速道路株式会社（以下「高速道路株式会社」とい

う。）が道路交通管理業務と一元的に自主救急とし

て処理するとともに，沿線市町村においても消防法

の規定に基づき処理すべきものであり，両者は相協

力して，適切かつ効率的な人命救護を行うことと

なっている。

　現在，高速自動車国道すべての区間における救急

業務は市町村の消防機関が実施しており，沿線市町

村においては，インターチェンジ近くに新たに救急

隊を設置するなど，救急業務実施体制の整備を促進

している。

　高速道路株式会社においては，インターチェンジ

所在市町村等に対し財政措置を講じている。

　このほか，本州四国連絡道路（瀬戸中央自動車道

及び神戸淡路鳴門自動車道）においても，本州四国

連絡高速道路株式会社が同様に関係市等に財政措置

を講ずるとともに，関係市等においても救急業務に

万全を期してその実施体制の整備を行った。

（5）　救助・救急設備等の整備

　救助活動の実施に必要な救助工作車及び救助資機

材の整備に対して地方交付税措置を行うなど，救助

活動体制の整備促進を図った。また，救急救命士が

救急救命処置等を実施するために必要な高規格救急

自動車及び高度救命処置用資器材の整備に対して

も，地方交付税措置を行うなど，救急業務体制の整

備を推進した。

　また，消防防災ヘリコプターの全国配備を促進す

るとともに救急業務等において，ヘリコプターの積

極的活用を推進した。

　さらに，救急医療機関等へのアクセスを改善する

ため，高速自動車国道のサービスエリア等における

救命活動支援ヘリポートの共用を行った。

（6）　救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実

　交通事故現場での活動については，より高度かつ

専門的な知識と技術が要求されることから，消防学

校等における救助隊員，救急隊員に対する教育内容

の充実を図った。　

　また，消防本部においても年間の訓練計画等に基

づき職場教育を定期的に実施した。

（7）　救急救命士の養成

ア　救急救命士制度

　医師の指示の下に，搬送途上において心肺機能停

止状態の患者に対して行う静脈路確保及び気道確保

等の救急救命処置を行う救急救命士は，平成18年１

月25日現在で，２万9,636人が資格を取得しており，

搬送途上の医療の確保が図られている。

　また，資格を取得した救急救命士に対し，救急救

命処置を行うために必要な知識・技術の向上を図る

ための研修事業を実施しているほか，救急救命士養

成所専任教員講習会を行い，指導者の養成にも努め

た。

イ　救急救命士資格所得救急隊員の養成

　救急隊員に救急救命士資格を取得させるための教

育訓練を，各都道府県からの出捐金により設立され

た（財）救急振興財団の救急救命東京研修所等や政

令指定都市等が設置している救急救命士養成所にお

いて約1,400人に対し行った。

（8）　応急手当の普及

　交通事故による負傷者の救命を図り，また，被害
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第1‐28表 救急業務実施体制

注　消防庁資料による。

区分 実施市町村数 救急隊数
救急隊員数 救急自動車

保有台数専任 兼任 計

人 人 人 台

平成17年４月１日 2,352 4,751 18,149 39,817 57,966 5,641

平成16年４月１日 3,048 4,711 17,428 40,508 57,936 5,636

対 前 年 増 減 数 －696 40 721 －691 30 5

対前年増減率（％） －22.8 0.8 4.1 －1.7 0.1 0.1



を最小限にとどめるためには，救急救助体制及び救

急医療体制の整備・充実のほか，事故現場に居合わ

せた人が負傷者に対する迅速かつ適切な応急手当を

行えるようにすることが重要であり，広く応急手当

の普及を図る必要がある。

　このため，自動車運転者については，普通免許，

大型二輪免許，普通二輪免許，大型第二種免許又は

普通第二種免許を受けようとする者に対して，応急

救護処置（交通事故現場においてその負傷者を救護

するため必要な応急の処置）に関する講習の受講が

義務付けられている。

　なお，大型第二種免許又は普通第二種免許を受け

ようとする者に対して行う応急救護処置に関する講

習は，第一種免許に係る講習以上に高度な内容と

なっている。さらに，指定自動車教習所の教習カリ

キュラムに応急救護処置に関する内容が盛り込まれ

ている。

　我が国共通の心肺そ生の指針を踏まえた「応急手

当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づ

き，平成16年中に行われた応急手当指導員（消防機

関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導者）

養成講習の修了者数は6,918名，応急手当普及員

（主として事業所等の構成員に対して行う普通救命

講習の指導者）養成講習の修了者数は9,494名で

あった。

　また，地域住民に対する応急手当普及啓発活動に

ついては，普通救命講習が105万3,715名，上級救命

講習が６万5,895名受講し，平成16年中の受講者は

前年に引き続き100万人を突破した。

　学校においては，学習指導要領に基づいて，中学

校，高等学校の保健体育科の中で，生徒に対して心

肺そ生法等の応急手当について指導するとともに，

教員に対しては，心肺そ生法の実習を含む各種講習

会を開催した。

　さらに，（社）日本交通福祉協会は，安全運転管

理者，運行管理者等を対象に，実技指導を主体とす

る交通事故救急救命法教育講習会を全国的に実施し

ており，平成17年度は47回，3,014人を対象に行っ

た。

（9）　緊急通報システムの拡充

　交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期

救出及び事故処理の迅速化のため，新交通管理シス

テム（UTMS）の構想等に基づき，衛星を利用した

位置測定を行うGPS技術を活用することにより，自

動車乗車中の事故発生時等に携帯電話等を通じてそ

の発生場所等の情報を即時かつ正確に緊急通報し，

救命率の向上等を図る緊急通報システム（HELP）

の普及を図った。

　また，緊急車両が現場に到着するまでのリスポン

スタイムの縮減及び緊急走行時の交通事故防止のた

め，緊急車両優先の信号制御等を行う現場急行支援

システム（FAST）の整備を図った。

縱　救急医療体制の整備

（1）　救急医療機関等の整備

　救急医療施設の整備については，救急隊により搬

送される傷病者に関する医療を担当する医療施設と

しての救急病院及び救急診療所を告示し，医療機関

の機能に応じた初期，二次及び三次の救急医療施設

と救急医療情報センターからなる体制の体系的な整

備を推進した。

　救急病院及び救急診療所は，厚生省令に定める基

準に基づいて都道府県知事が告示することとなって

おり，平成17年４月１日現在の救急病院及び救急診

療所は，全国で4,712か所である。

　平成17年度の予算額は，関連経費を含め総額115

億円を計上しており，その主な内容は，次のとおり

である。

ア　救急医療施設の整備

（ア）　初期救急医療施設の整備

　初期救急医療体制は，地方公共団体等に設置する

休日夜間急患センター及び地域医師会で実施してい

る在宅当番医制からなり，休日夜間急患センターに

ついては，平成16年度末までに，512か所整備され

ており，在宅当番医制については，677地区の整備

を行った。

（イ）　第二救急医療施設の整備

　入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる

第二次救急医療体制は，二次医療圏（おおむね都道
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府県を数地区に分割した区域）を単位とする病院群

輪番制及び共同利用型病院方式からなり，平成16年

度末までに，それぞれ411地区，11地区の整備を

行った。

　また，小児の初期救急医療及び第二次救急医療体

制を支援する小児救急医療支援事業として，16年度

末までに139地区の整備を行うとともに，小児救急

医療支援事業の実施が困難な複数の二次医療圏から

小児重症救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病

院について，16年度末までに21か所（46地区）の整

備を行った。

（ウ）　第三次救急医療施設の整備

　重傷及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤

救急患者の救命医療を担当する24時間診療体制の救

命救急センターについては，平成18年１月１日現在

で，189か所の整備を行った。

　また，救命救急センターのうち広範囲熱傷，指肢

切断，急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高度救

命救急センターについては，平成18年１月１日現在

で，17か所の整備を行った。

イ　救急医療情報システムの整備

　救急医療施設の応需体制を常時，的確に把握し，

医療施設，消防本部等へ必要な情報の提供を行う救

急医療情報センターについては，平成18年１月１日

現在で，41か所の整備を行った。

ウ　救急医療設備の整備

　交通事故の被害者救済の充実強化を図るため，全

国の公的医療機関等の救急医療機器の整備に関し，

第７節　損害賠償の適正化と被害者対策の推進

縡　自動車損害賠償保障制度の充実等

　自動車損害賠償保障制度は，自動車の事故による

損害賠償の基本保障を担保する強制保険である自動

車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

（以下「自賠責保険」という。），ひき逃げ及び無保

険車による事故の被害者に対するてん補を行う政府

の自動車損害賠償保障事業（以下「保障事業」とい

う。），保険料の運用益を活用した被害者救済対策事

業及び交通事故防止対策事業（以下「被害者救済対

自動車損害賠償保障事業特別会計から補助を行って

いる。平成16年度は20施設に対し，４億9,900万円

の補助金を交付した。

（2）　救急医療担当医師・看護師の養成等

　救急医療を担当する人材を確保するため，救急医

療を担当する医師及び看護師を対象に，救急医療に

関する講習及び実習を関係団体に委託して実施し

た。

（3）　ドクターヘリ事業の推進

　緊急現場，搬送途上における医療の充実を図るた

め，早期治療の開始と迅速な搬送を行うドクターヘ

リ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）事業に

ついては，平成17年度末までに，９県10か所の救命

救急センターにドクターヘリが配備された。

　その運用に当たっては，ドクターヘリが安全に着

陸できる区間・場所の情報の共有や「運用マニュア

ル」の作成，共通の周波数の無線機の整備等関係機

関・団体が連携した取組を強化した。

縟　救急関係機関の協力関係の確保等

　救急業務の円滑な実施や救急隊員への教育訓練体

制の整備等を図り，消防機関と医療機関の連携を強

化するため，関係機関の恒常的な協議の場である協

議会の設置を推進した。特に，都道府県単位，各地

域単位におけるメディカルコントロール協議会の充

実により，救急救命士を含む救急隊員の活動に必要

な医師の指示・指導・助言体制の確立や臨床実習等

の支援体制が確保されるよう努めた。

策等」という。）により交通事故被害者の保護に大

きな役割を担っている。

　自動車事故件数及び交通事故死傷者数は近年増加

傾向にあり，平成12年度から16年度の自賠責保険の

支払件数及び支払額は，それぞれ3.7％増加，1.0％

減少している（第1‐29表）。

（1）　自動車損害賠償責任保険（共済）の充実

　これまで自賠責保険では，保険金支払適正化の観

点から，国が保険会社等の保険責任の６割を再保険
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